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『 和国科学技中華人民共和国科学技術進歩法（意見募集草案）』（抄録）    

  

第 1 章 総 則 

 

第 8 条 国家は 制度知的財産権制度をを確立確立し、知的財産権を尊重する社会環境を

構築し、、自主自主的な創出を奨励する。    

業企業・事業団体と科科学技術者は、、知的財産権の意識を高め、知知的財産権を創

出、 理管理、、保保護、運用する能力を順次高 ければめていかなければならない。 

  

第第 3章    企業技術進歩    

  

第 34 条条 国家は、企業が新技術、新製品、新材料、新技法を研究開発し、合

理化の提案、技術改良と技術協力活動を組織的にに展開し、技術の変革と設備の

更新、新技術の吸収・開発、知的財産権の創出・管理・保護・・運用、製品・サ

ービスの質の向上、市場競争における著名ブランドの創設及び労働生産性と経

済効果を向上することを奨励する措置を講ずる。 

  

第 39条    国家の政策的金融機構は国家の定めた自主的な創出プロジェクトに

対して重点的に支援しなければならず、国家はファンドなどの方式で、利子補

岀岀給のの貸貸付、保証を提提供し、 融商業金融機構が企業のの自主的な創 及及び企業の 術技術

産業化をを支援支援するするように指導する。    

国家は金融機構金融機構のの知的財産権担保融資の展開を奨励するする。。 

  

第 41 条条 企業が国外の技術、設備を導入する場合は、国家の産業政策と技術

政策にに符符合 な ないばれしなければならない。国国家は企業が財政財政資金を利用しして、国内で既既

に研究研究開発能力を有有する技術或は国内で既に 等同等の技術 ルレベルをを備える技術、、

備装備をを導入 とすることを制限し、企業は財政資金をを利用し重大なな技技術、装備を導導

岀入するするにあたり、消消化、吸収及び再再創 てについての方案を 定制定し らしなければなら

ず、、併併せて国務院のの関連主管部門のの審査承認を得得て、その 管部主管部門が監督を実実

施する。。    

務院国務院の 行科学技術行政部門は関連部門と合同で導導入を奨励、制制限、禁止する

術目技術目録を制定し、、定期に調整し、また実情に応応じて 制協調体制をを確立し、 大重大

岀な技術、、装備装備のの導導入と消化、吸収、再創 に対して一本化一本化されされた調整を図る。    

  

第 42 条条    政府指政府指導価格と政府定価を制定 たりするにあたり、、国内、国外の企業が

的財知的財産権を有 るする製品、サービスに対し、 等平等に対応 けれしなければならず、差差
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別 はならないしてはならない。    

  

第 6 章 保障措置 

  

第 69 条条    財政資財政資金を利用し設立した科学技術基金、、科学技術計画プロジェク

トのの管管理組織は、ププロジェクトの実施状況に対して抜き取り検査検査、受け入れ検検

査をを実施 ばしなければならない。受け入れ検査を行う場合、 ロプロジェクトの 施実施

状況のオリジオリジナルの記録を閲覧調査 ないしなければならない。。    

的知的財産権の保護と国家の秘密保持に影響する場合の外に、財財政資金を利用

し設設立した 術科学技術基金、科学技術計画プロジェクトの 組管理組織は抜き取り検検

査ままたは受け入れ検検査の結果、プロジェクトによる 及研究成果及びその 報関連情報

を遅延なくなく社社会に公表しなければならず、公衆は 覧閲覧するする権利を有する。 

  

第 70条    国家が別に定める場合場合、、あるいは契約書に別途約定する場合を除き、

政財政資金を利用し設設立した科学技術ファンドプロジェクト、科科学技術計画プロ

トジェクトのの実実施により生じた知的財産権は、プロジェクトの責任者が保有すするる。。

殊特殊な場合、国家がが無償で利用すする、あるいは指定組織が 償有償で利用 こすること

るができる。。    

ロプロジェクトの責任者は、 ジプロジェクトにより生じた 産知的財産権に対して遅遅

延ななく保護措置を講講じて運用 なしなければならず、また 産知的財産権の 況運用情況に

いついて トプロジェクトの管理組織にに年度報告書を提出する。 的知的財産権を 得取得しし

た日から 2 年以内に、 ジェクプロジェクトの責任者が知的財産権を運用しない場合場合、、

的財産該当知的財産権は国家の所有に帰する。    

  

第 71 条条    財政資金を利用し設立した科学技術基金プロジプロジェクト、 術計科学技術計

画プロジェクト よによる 権知的財産権を、国外の個人または組織にに譲渡する 合場合、

国務院の科学技術行政部門の審査承認を経 ならななければならない。    

  

第 78 条 国家は科学技術の秘密保持制度を確立し、科学技術の 業務秘密保持業務

責任制を施行し、健健全な科学技術の秘密保持補償制度を確立し、重大な科学技

術プロジェクトの秘秘密事項及び関関係者の国際交流及び協力への参加に対 るする管

理を強化し、国家の安全と公共利益にかかわる科学技術の秘密を保護する。 

国家は貴重な生物種の資源、 資遺伝資源及びその他重要な資源のの出国を管理す

る。    

  

第 8 章 法的責任 
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第 91 条条 剽窃、改竄、盗用或いはその他の方式で他人の著作権、特許権、発

見権、発明権及びその他の科学技術成果による権利を侵害し、不法に技術の機

密を盗み取る場合は、関連法律の規定に従って処分する。 

 


